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令和７年度（2025年度）小田原宿なりわい交流館管理運営業務仕様書 

 

１ 目  的 

小田原宿なりわい交流館（以下｢交流館｣という。）が来訪者の休憩の場や小田原のなりわ

い（地場産業等）に関する情報発信の場として活用されるとともに、中心市街地のにぎわ

いと板橋・南町・早川地区などを含む広域的な回遊性の向上に資する拠点施設となるよう、

適切かつ独創性を持って管理運営を行う。 

 

２ 業務場所 

小田原市本町三丁目６番 23号 小田原宿なりわい交流館 

 

３ 業務期間 

契約締結日から令和８年（2026年）３月 31日まで 

 

４ 業 務 日 

（１）開館日 令和７年（2025年）８月１日 

（２）契約締結日から開館前日までは準備期間とする 

（３）原則として、小田原市の指定する休館日を除く毎日 

 

５ 休 館 日 

  12 月 29 日から１月 1日 

 

６ 業務時間 

原則として、午前９時 30 分から午後５時 15 分までとする。交流館の開館時間は、午前

10時から午後５時までとする。ただし、提案は妨げない。 

 

７ 業務内容 

（１）接客案内業務 

ア 交流館の利用に関する受付・案内業務 

イ 情報発信媒体（パンフレット等）の管理・補充・更新 

ウ 来客者の応対、観光案内 

エ テーブル、座布団等の清掃、整理整頓等 

（２）清掃作業 

ア 厨房内の片付け・整理、湯茶道具等の洗浄、排出ごみの片付け（随時） 

イ 建物内の清掃作業（開館前に毎日実施） 

 （ア）１階お休み処（畳 15畳及びその他エリア）：掃き掃除 

 （イ）２階スペース（板の間 27畳分）：フロアモップ清掃 

 （ウ）階段：フロアモップ清掃 

 （エ）毎月末に大がかりな掃除を行い環境美化に務める（埃除去、不要物の廃棄等） 
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ウ 建物外の清掃作業（開館前に落ち葉ごみの掃き掃除等を毎日実施） 

エ トイレの清掃作業（１日１回実施） 

オ １階、２階の窓ガラス清掃（半年に１回以上） 

カ 館内エアコンのフィルター清掃（年１回以上） 

キ 館内床面及び建具他拭き清掃（半年に１回以上） 

（３）管理運営に係る業務 

 ア 敷地内植栽の管理（水やり、草取り、枝切り） 

 イ 専門業者等による敷地内植栽の剪定（年１回以上） 

 ウ なりわい交流館前の柳の剪定依頼（葉が伸び、施設に接触するようになったら、商

業振興課に連絡する） 

エ 消灯、戸締り、鍵の管理 

オ 機械警備による閉館時間中の施設保安 

カ ゴミの搬出（事業系廃棄物として、一般廃棄物と産業廃棄物に分別し適切に排出す

ること） 

キ 日除けのれんの出し入れ（夜間や荒天時は、のれんを下げる） 

ク 広場の管理 

ケ 使用する備品や消耗品の購入・管理 

コ 施設運営に係る光熱水費・通信料の支払い 

サ 施設の軽微な維持修繕 

シ 交流館の敷地内の日常的な点検の徹底及び危険箇所の把握 

（４）防火・消防に係る業務 

ア 消防計画の確認と訓練等の実施  

消防法第８条第１項に基づき、小田原宿なりわい交流館の防火管理業務について必

要事項を定めた、「小田原宿なりわい交流館消防計画」による予防管理組織の編成、自

衛消防隊の組織、防災教育及び訓練の実施等必要な対応を行う。 

※防火管理者は、小田原市職員とする。 

イ 消防法 17条の３の３の規定に基づき、年２回施設の消防機器の点検を行う。 

（５）その他業務 

 ア 地場産業発信事業の実施 

  地場産業の魅力発信を目的とした事業を実施すること事業の一部又はすべてを実施

しない場合は、その理由を明らかにした上で、それに代わる事業の実施について、小

田原市（以下「市」という。）と協議すること。また、次の事業以外にも新たに事業を

積極的に実施することとし、その際は、あらかじめ市と協議の上、実施すること。 

なお、これら事業の実施に当たり必要である場合に限り、所要経費の一部を参加者

に負担させることができるが、事業実施前に収支計画の明細を明らかにした上で市と

協議し、承認を得ること。 

この事業によって得た利益については、市と協議し、本施設の運営に係る事業又は

委託業務で生じる費用に計上し相殺すること。 
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イ 「まち歩き観光」事業の実施 

  小田原の多彩な分野の地域資源をつなぐ回遊拠点として、「まち歩き観光」の確立及

び推進のため、各種取組における事業者・市民・行政の協働事業を提案し、実施する

こと。 

ウ その他自主企画事業の実施 

小田原のなりわい（地場産業等）の紹介や観光客の増加・地域の交流を図ることを

目的とした事業（展示会、講演会、体験教室、マルシェ等）を業務期間中に１回以上

実施すること。当該事業の実施に当たり必要である場合に限り、所要経費の一部を参

加者に負担させることができるが、事業実施前に収支計画の明細を明らかにした上で、

市と協議し、承認を得ること。 

２階スペースや広場を活用した事業も行うことができる。 

  エ ２階スペースや広場の活用 

    現状、２階スペース及び広場は「小田原宿なりわい交流館の施設利用に関する運用

ルール（内規）に基づいて、地場産業の情報発信や生涯学習、各種イベントの会場と

して、多くの市民や観光客が交流する場として利用を許可する運用としているが、本

仕様書では、２階スペース及び広場の有効活用を図るため、具体的な提案を含めるこ

と。なお、活用にあたっては、周辺環境に配慮したものとすること。 

オ 情報発信 

交流館の専用 WEB ページを開設やＳＮＳ等を用いることで、なりわい交流館及び周

辺地域で開催される各種イベントや観光情報を積極的に広報すること。また、回遊拠

点として、館内に近隣エリアの情報を得ることができるようにすること。 

  カ イベント等で開館時間外に使用される場合の対応 

    市と協議の上、対応を決定すること。 

キ 報道対応 

取材やそれに伴う施設利用等については、市と協力し、迅速かつ正確・前向きに対

応すること。また対応実績については、その都度市に報告すること。 

ク 協調体制 

街かど博物館スタンプラリー、マンホールカードや歴まちカードの配布事業など各

種団体等が実施する事業に協力し、また積極的に連携を図ること。 

  ケ 個人情報の取り扱い 

    この業務において個人情報を取り扱う場合には、その取り扱いには十分に留意する

こと。 

    委託業務完了時に、個人情報を廃棄した際には、契約書約款の特記事項第９条の第

３項に掲げている書類を提出すること。 

  コ Wi-Fiの設置 

    施設利用者に供するため、館内に無料の Wi-Fiを設置すること。 
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８ 業務の推進体制 

 （１）勤務形態 

ア 各職員の勤務形態は、全体の業務に支障が生じないような勤務時間を設定するとと

もに、利用者の要望に応えられるものとすること。 

イ 従事者は、清潔な衣服を着用し、胸部にスタッフと識別できるものを着用させるこ

と。 

（２） 人員体制 

ア 各業務を適切に遂行するため、必要な人員を配置すること。 

イ 交流館には、総括管理責任者である館長１名と、交流館の管理運営に関する専属職

員１名以上を配置すること。春秋の観光シーズンやイベント開催等により来館者が

通常より多くなることが見込まれる場合は、増員して対応すること。 

ウ 館長は、次の条件を満たす者を配置すること。 

（ア）交流館の管理運営に必要な知識・経験・力量を有する者 

（イ）広報活動や誘客対策等、施設の知名度を向上させる手腕を有する者 

  エ 従事者は、観光客対応のため近隣の店舗、イベント等の情報収集に努めさせること 

  オ 飲食の提供を行う場合は、食品衛生責任者等必要に応じた有資格者を１名以上配置

すること。ただし、業務時間中、常時配置することは要しない。 

 

９ 提出書類 

（１）受注者は、業務に先立ち、従事者の氏名・資格等を記載した書類に写真を添付して、

市に提出しなければならない。従事者に変更が生じる場合には、その都度同様とする。 

（２）毎月締めで、来客数、販売実績、街かど博物館スタンプラリー等の実績を翌月 10日

までに提出すること。 

 

10 費用負担 

小田原宿なりわい交流館管理運営業務に係るすべての費用は、受注者の負担とする。 

 

11 そ の 他 

（１）受注者は、この業務の目的を達成するために必要と認められる事項及び来館者数を

増加させる施策については、積極的に提案し、市の承認のもと、業務の遂行に反映さ

せるものとする。 

（２）この仕様書に記載されていない事項についても、業務に付随すると認められるもの

は契約委託料の範囲で実施するものとする。 

（３）契約金額に係る消費税及び地方消費税については、業務完了日における消費税及び

地方消費税の税率が適用される。 

（４）本施設は地場産業の魅力発信の観点より、開館当初から以下の展示物を常設する。 

  万祝１着、寄木細工を展示するショーケース１台、ガラス製浮き２個、網問屋を営業

していた当時の算盤１挺。 


